
街並み景観条例に基づく助成内容について 
 

                                   単位：万円（以内） 
 

 助成対象内容 限度率 限度額（円）  備   考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 建 
 
 
 
 築 
 
 
 
 物 

 
 
 
 建 
 
 
 
 築 

 
 建物の新築の工事費のうち外観に係る経費 

 
１／３ 

 
1,000,000 

 
 住居 
1,000,000円 
 
 その他 
  400,000円 

（小屋、車庫等） 

 
 建物の増改築の工事費のうち外観に係る経費 

 
１／３ 

 
1,000,000 

 
 建物の修繕の工事費のうち外観に係る経費 

 
１／３ 

 
1,000,000 

 建物の新築・増改築・修繕で、その他助成対象 
 と認められる経費 

 
１／３ 

 
1,000,000 

 
 境 
 界 
 の 
 整 
 備 

 
 門・塀・柵・垣根等の新築、増改築に係る経費 

 
１／３ 

 
200,000 

 ブロック 
   対象外 

 
 門・塀・柵・垣根等の修繕に係る経費 

 
１／３ 

 
200,000 

 門・塀・柵・垣根等の増改・修繕で、その他助 
 成対象と認められる経費 

 
１／３ 

 
200,000 

 外 
 観 
 の 
 色 
 彩 

建築物等の外観の過半にわたる色彩の変更
及び、景観条例に合致している建物等が行
う外観の過半にわたる外壁塗装（屋根、外
壁〔杉板張り、白壁部に限る〕、木塀、木
柵等）に係る経費。 

 
１／３ 

 
150,000 

景観条例に合致
している建物が
外観の色彩に係
る工事を行う場
合、町内業者を使
用する場合に限
り補助対象とす
る。 
※景観条例に合
致している建物
とは金山住宅等
（木塀、木柵含
む）を意味する。 

 
 
 そ 
 
 
 
 の 
 
 
 
 他 

 
 周 
 辺 
 環 
 境 
 整 
 備 

 
 水路・道路に類するものの建設に係る経費 

 
１／２ 

 
500,000 

 

 
 水路・道路に類するものの修繕に係る経費 

 
１／２ 

 
500,000 

 水路・道路に類するものの建設・修繕で、その 
 他助成対象と認められる経費 

 
１／２ 

 
500,000 

 緑 
 化 

 
 宅地の緑化に類する経費 

 
１／４ 

 
100,000 

 周辺環境に 
 及ぼす効果 

 そ 
 の 
 他 

 
 
 その他助成対象として特別に認められる経費 

   

 


